
 

 

 

 

安全性評価事業は、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするための環境整備を図るため、

事業者の安全性を正当に評価・認定・公表する認定制度です。 

今般、早期に申請準備を始めていただくため、新規取得を目指す事業所を対象に標記説明会を下記に

より開催いたしますので、ご案内いたします。 

今回は、新規取得事業所のみを対象として開催しますので、新規取得を考えている事業所の方はこの

機会に是非、ご参加ください。 

※4月から 5月にかけても新規・更新事業者を対象に説明会を開催する予定です。 

 

記 

１．日  時   令和 8年 3月 26日（木）13時 30分～15時(予定) 

２．場  所   新横浜ファーストビル 8階（横浜市港北区新横浜 1-2-1） 

３．受講対象   令和 8年度新たにＧマーク取得を目指している事業者 

 ４．説明内容   Ｇマーク新規申請に係る説明及び質疑応答等 

５．定  員   80名 (先着申込順のため定員になり次第締切とします。) 

６．申込方法   ＱＲコードもしくは下記「参加申込書」により FAXにて 

お申込みください。 

７．締 切 日   令和 8年 3月 19日(木)まで 

 

 

 

 

 

 

 

                    

………………………… 切り取らずに このままＦＡＸしてください ……………………… 
 

適正化事業部 宛（FAX 045‐471‐5536）           令和 8年  月  日 

※いただいた個人情報については、説明会用務以外には使用しません。情報等については厳重に管理します。 

「安全性評価事業説明会(新規取得事業所対象)」参加申込書 

会 社 名 

営 業 所 名 

 

参加者氏名 
(ふりがな) 

   

連 絡 先 
 

TEL    （   ）      ／FAX    （   ）      

備   考 
（事前に質問等がありましたら、具体的にご記入ください。） 

 

 

「安全性評価事業(Ｇマーク)説明会」開催のご案内 

～ 新 規 取 得 事 業 所 対 象 ～ 

安全性評価事業(Ｇマーク)への申請に当たっては次の要件等を満たしていることが必要です。 

(1)事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること 

(2)配置する事業用自動車の数が 5両以上であること 

(3)①虚偽の申請、その他不正な手段等により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあって

は当該却下又は取消しに係る申請年度後 2事業年度を経過していること 

  ②不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後 2年を経過していること 


